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新居浜市高齢者福祉施設等従事者ＰＣＲ検査等実施事業補助金交付要綱  

 

（目的）  

第１条 新居浜市は、高齢者福祉施設等（以下「施設等」という。）が新型コロナウイ

ルス感染症感染による重症患者発生リスクが高いことから、市内の施設等が感染拡大

防止に必要な自主検査（ＰＣＲ検査又は抗原定量検査であって、行政検査によらない

ものをいう。以下同じ。）を施設等の職員を対象に行うための経費を補助することに

より、施設等の負担を軽減し、もって利用者への安全なサービスの提供の確保に資す

ることを目的とする。  

（定義）  

第２条 この要綱において、施設等とは、次に規定するものであって、市内に設置され

ているものをいう。  

（１）介護保険施設  

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院  

（２）介護サービス（介護予防サービスを含む。）を提供する事業所  

   訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指

導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、特定施設入居者生活

介護、福祉用具貸与、居宅介護支援、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対

応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅

介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着

型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護予防支援  

（３）その他の高齢者施設  

   有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホーム、養護老人ホー

ム、生活支援ハウス  

（４）障がい福祉施設・事業所  

   居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入

所、療養介護、生活介護、施設入所支援、自立生活援助、共同生活援助、自立訓練、

就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、児童発達支援、医療型児童発達支援、

放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児入所
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支援、相談支援、障害児相談支援を提供する施設・事業所、障害者就業・生活支援

センター、地域活動支援センター、小規模作業所、身体障害者福祉センター、視聴

覚障害者情報提供施設  

（補助対象者）  

第３条 この要綱の規定による補助金の対象者（以下「補助対象者」という。）は、次

のいずれかに該当する職員に対し自主検査を行った市内の施設等を運営する法人等と

する。  

（１）業務に関連する資格試験又は研修、冠婚葬祭（２親等以内に限る。）その他やむ

を得ない事情により、県外の新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律

第３１号）に基づく緊急事態措置を実施すべき区域又はまん延防止等重点措置を実施

すべき区域と県とを往来した職員等（帰着後１週間以内に自主検査を受けた職員等に

限る。）  

（２）その他市長が特に必要と認める利用者及び職員  

 （事業内容）  

第４条 市は、予算の範囲内で、施設等が職員に行った自主検査に要した費用を補助す

るものとする。ただし、補助対象となった検査から１か月以内に行った自主検査は対

象外とする。  

 （補助金の額）  

第５条 補助額は、令和５年３月３１日までに行った自主検査１件につき、次に掲げる

額のうち最も少ない額又は実費を検査ごとに算定し、その合計額とする。ただし、算

出された額に１，０００円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとす

る。  

（１）ＰＣＲ検査 １件当たり１０，０００円  

（２）抗原検査 １件当たり６，０００円  

 （補助金の交付申請等）  

第６条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、自主検査終了後速やか

に新居浜市高齢者福祉施設等従事者ＰＣＲ検査等実施事業補助金交付申請書（第１号

様式）（以下、「申請書」という。）に、次に掲げる書類等を添えて市長に提出しな

ければならない。  
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（１）自主検査に係る費用の明細及び支払が確認できる書類（領収書等の写し）  

（２）その他市長が必要と認める書類  

２ 補助対象者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係

る消費税等相当額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消

費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除で

きる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方

消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同

じ。）がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時に

おいて当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないものについては、

この限りでない。  

 （交付の決定）  

第７条 市長は、前条の規定による交付の申請があった場合は、その内容を審査し、適

当と認めたときは交付を決定し、新居浜市高齢者福祉施設等従事者ＰＣＲ検査等実施

事業補助金交付決定通知書（第２号様式）により、交付の決定を補助対象者へ通知す

るものとする。  

 （交付決定の取消し等）  

第８条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金

の交付の決定を取り消し、又は変更することがある。この場合において、すでに補助

金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることがある。  

（１）この要綱に違反したとき。  

（２）偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。  

（３）提出した書類に虚偽の記載があったとき。  

（４）その他補助金の申請について不正の行為があったとき。  

（その他）  

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。  

附 則  

この要綱は、令和３年４月１９日から施行し、令和３年４月１日から適用する。  

附 則  

この要綱は、令和３年６月２１日から施行し、令和３年６月１日から適用する。  
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附 則  

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。  
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第１号様式（第６条関係）  

  年  月  日  

（宛先）新居浜市長  

                     申請者  

                     法人住所  

                     法  人  名  

                                     代表者職氏名          印  

                      

新居浜市高齢者福祉施設等従事者ＰＣＲ検査等実施事業補助金交付申請書  

 

新居浜市高齢者福祉施設等従事者ＰＣＲ検査等実施事業補助金交付要綱第６条の規定によ

り、次のとおり申請します。  

１ 事業を実施した施設名   

２ 自主検査実施年月日           年    月   日  

３  検査内容（対象者・検査

人数・検査方法等）  
 

４ 検査費用               円  

５ 補助申請額               円（千円未満切捨て）  

６ 添付書類  

□自主検査に係る費用の明細及び支払いが確認できる

書類（領収書等の写し）  

□自主検査の理由が確認できる書類（行先・用務等）  

□その他（                 ）  

 

７振込先 金融機関名  
              銀行 /信金 /農協 /信組 /その他  

                支店 /出張所 /その他  

     口座種別   

     口座番号   

     口座名義人  
（フリガナ                 ）  
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第２号様式（第７条関係）       

第    号  

 年  月  日    

             

新居浜市高齢者福祉施設等従事者ＰＣＲ検査等実施事業補助金交付決定通知書  

 

 

              様  

 

 

 

新居浜市長             

 

 

 年  月  日付で交付申請のあった補助金の交付については、次のとおり補助金

額を決定したので、新居浜市高齢者福祉施設等従事者ＰＣＲ検査等実施事業補助金交付

要綱第７条の規定により通知します。  

 

 補助金の交付決定額                  円  

 

 

 

 


